
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
一
三

○
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
一
三

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を
適
当
と
決
定
し
た
件

一
一
五

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
一
五

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

一
一
六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
一
六

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

一
一
六

告

示

福
島
県
告
示
第
百
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

八
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
四
月
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光
部
商

工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

片
倉
フ
ィ
ラ
チ
ャ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
十
八
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
次
の
と
お
り
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
。
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
は
、
福
島
県
農
林
水
産
部
農
業
支
援
総
室
農
業
担
い
手
課
で
平
成
二

十
八
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る

認
可
申
請

土
地

年
月
日

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

遠
藤

正
人

郡
山
市
喜
久
田
町
早
稲

郡
山
市
喜
久
田
町
早
稲
原
字

平
成
二
八
年

原
字
町
六
二

南
大
鏑
六
四
ほ
か
四
筆

二
月
一
二
日

有
限
会
社

ア

郡
山
市
日
和
田
町
字
北

郡
山
市
喜
久
田
町
早
稲
原
字

同

グ
リ
サ
ー
ビ
ス

野
二
六

高
林
六
二
ほ
か
十
筆

日

あ
さ
か
野

柏
原

秀
雄

郡
山
市
田
村
町
川
曲
字

郡
山
市
中
田
町
赤
沼
字
中
井

同

牛
骨
四
一

田
三
〇
二
―
一
ほ
か
三
筆

日

株
式
会
社

ア

郡
山
市
田
村
町
岩
作
字

郡
山
市
田
村
町
金
屋
字
力
石

同

グ
リ
フ
ィ
ー
ル

駒
形
一
〇
七
―
五
一

五
―
一
ほ
か
一
筆

日

ド
矢
吹

佐
原

裕
司

喜
多
方
市
豊
川
町
一
井

喜
多
方
市
豊
川
町
一
井
字
六

同

字
家
ノ
北
一
七
五
八
―

百
苅
一
六
六
三
―
五
ほ
か
一

日

二

筆

鈴
木

博
文

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字

耶
麻
郡
磐
梯
町
一
時
利
用
地

同

磐
根
字
土
田
三
一
五
二

磐
梯
六
二
―
二
ほ
か
五
筆

日

髙
木

和
彦

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊
字
西

同

字
奈
良
町
丙
三
二

河
原
五
七
ほ
か
五
筆

日

東
条

勇

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊
字
上

同

───────────────────────────────────────────────────────────
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字
上
田
丁
六
七
―
一

田
東
三
五
ほ
か
一
筆

日

大
塚

孝
司

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
湊

河
沼
郡
湯
川
村
大
字
笈
川
字

同

字
上
田
丁
六
三

河
原
三
三
五

日

有
限
会
社

泉

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字
関
下

同

ニ
ュ
ー
ワ
ー
ル

塚
越
七

二
八
八
ほ
か
百
十
五
筆

日

ド高
橋

研
一

南
相
馬
市
原
町
区
下
高

南
相
馬
市
原
町
区
下
高
平
字

同

平
字
如
来
堂
一
二
九

川
原
四
六
七
ほ
か
二
筆

日

高
橋

徹

南
相
馬
市
原
町
区
下
高

南
相
馬
市
原
町
区
下
高
平
字

同

平
字
如
来
堂
一
二
一

川
原
四
四
四
ほ
か
九
筆

日

佐
藤

光
政

南
相
馬
市
原
町
区
下
高

南
相
馬
市
原
町
区
下
高
平
字

同

平
字
川
原
二
〇

川
原
四
四
五
ほ
か
一
筆

日

佐
藤

光
夫

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字
町
二

同

寺
家
前
二
九
八

六
〇
ほ
か
二
筆

日

佐
藤

仁
一

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字
町
畑

同

町
畑
八
六
―
一

二
四
二
ほ
か
一
筆

日

佐
藤

清
明

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字
前
向

同

一
―
八
二

一
〇
六
九
ほ
か
七
十
二
筆

日

佐
藤

忠
清

南
相
馬
市
原
町
区
下
高

南
相
馬
市
原
町
区
下
高
平
字

同

平
字
川
原
一
三
五

内
川
原
五
二
一
―
一
ほ
か
四

日

十
四
筆

佐
藤

富
雄

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字
町
二

同

町
下
一
八

五
〇
ほ
か
六
筆

日

宍
戸

五
月

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字
須
賀

同

前
向
七
二
八

内
一
八
〇
―
二
ほ
か
十
六
筆

日

増
山

一
郎

南
相
馬
市
原
町
区
下
北

南
相
馬
市
原
町
区
下
北
高
平

同

高
平
字
北
中
谷
地
一
八

字
馬
洗
場
六
三
四
―
二
ほ
か

日

八

二
十
四
筆

仲
野
内

尚

南
相
馬
市
原
町
区
上
北

南
相
馬
市
原
町
区
下
北
高
平

同

高
平
字
曲
田
二
六
一

字
北
中
谷
地
二
〇
〇
―
二
ほ

日

か
二
十
一
筆

北
山

隆
男

南
相
馬
市
原
町
区
下
北

南
相
馬
市
原
町
区
下
北
高
平

同

高
平
字
北
山
四
〇

字
荷
渡
七
一
五
ほ
か
四
筆

日

門
馬

重
傚

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字
根
渡

同

寺
前
五
四

四
二
二
ほ
か
十
六
筆

日

鈴
木

英
直

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字
広
畑

同

広
畑
二
九

七
〇
〇
ほ
か
二
筆

日

鈴
木

俊
博

南
相
馬
市
原
町
区
下
北

南
相
馬
市
原
町
区
下
北
高
平

同

高
平
字
荷
渡
四
六

字
荷
渡
七
二
一
ほ
か
一
筆

日

鈴
木

正
之

南
相
馬
市
原
町
区
下
北

南
相
馬
市
原
町
区
下
北
高
平

同

高
平
字
古
舘
一
一
六
―

字
古
舘
三
六
七
ほ
か
一
筆

日

一

鈴
木

洋
一

南
相
馬
市
原
町
区
下
北

南
相
馬
市
原
町
区
下
北
高
平

同

高
平
字
赤
宇
津
木
一
六

字
赤
宇
津
木
五
二
五
ほ
か
一

日

九

筆

鈴
木

利
将

南
相
馬
市
原
町
区
下
高

南
相
馬
市
原
町
区
下
高
平
字

同

平
字
御
屋
敷
四
八

桜
井
前
五
三
五
―
二
ほ
か
七

日

筆

菊
地

洋
一

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字

南
相
馬
市
原
町
区
泉
字
前
川

同

寺
家
前
二
六
二

原
五
九
〇
―
一
ほ
か
四
筆

日

武
田

幸
彦

南
相
馬
市
鹿
島
区
山
下

南
相
馬
市
鹿
島
区
山
下
字
狸

同

字
狸
内
一
六
五

内
一
六
七
―
一

日

藁
谷

勝
基

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸
字
樋

同

字
宿
四
六
―
一

ノ
上
一
一
五
―
一
ほ
か
十
八

日

───────────────────────────────────────────────────────────
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筆

藁
谷

友
忠

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸
字
滝

同

字
宿
三
三

中
子
九
九
ほ
か
七
筆

日

藁
谷

和
典

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸
字
堰

同

字
宿
六
九

下
一
〇
七
ほ
か
五
筆

日

会
田

武
二

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸
字
堰

同

字
楢
木
六
五
―
二

下
九
九
ほ
か
一
筆

日

草
野

一
茂

い
わ
き
市
平
字
佃
町
一
―

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸
字
樋

同

三
一

サ
ン
デ
ュ
エ
ル

ノ
下
一
一
四
ほ
か
三
筆

日

い
わ
き
中
央
七
〇
三

藁
谷

忠
男

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸
字
滝

同

字
弓
張
木
九
二

中
子
九
二
ほ
か
三
筆

日

草
野

孝
己

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸

い
わ
き
市
三
和
町
渡
戸
字
峠

同

字
楢
木
七

平
一
五
〇
―
一
ほ
か
三
筆

日

馬
上

清
文

い
わ
き
市
平
下
神
谷
字

い
わ
き
市
平
下
神
谷
字
六
十

同

土
井
二
〇

枚
四
五
ほ
か
三
筆

日

株
式
会
社

ゆ

い
わ
き
市
四
倉
町
駒
込

い
わ
き
市
四
倉
町
駒
込
字
大

同

い
の
さ
と
駒
込

字
高
垣
四
六

明
神
一
五
〇
ほ
か
百
筆

日

阿
部

清
久

い
わ
き
市
三
和
町
合
戸

い
わ
き
市
三
和
町
合
戸
字
中

同

字
浮
矢
七
八

ノ
内
一
四
六
ほ
か
十
筆

日

合
津

博
之

い
わ
き
市
三
和
町
合
戸

い
わ
き
市
三
和
町
合
戸
字
浮

同

字
浮
矢
一
三
五

矢
三
一
〇
ほ
か
二
十
二
筆

日

合
津

力
雄

い
わ
き
市
三
和
町
合
戸

い
わ
き
市
三
和
町
合
戸
字
仁

同

字
仁
井
宿
八
二

井
宿
二
六
二
ほ
か
四
筆

日

農
事
組
合
法
人

い
わ
き
市
三
和
町
上
永

い
わ
き
市
三
和
町
上
永
井
字

同

フ
ァ
ー
ム
永

井
字
大
平
田
一
六
五

鷹
ノ
巣
一
七
二
ほ
か
三
百
十

日

井

七
筆

根
本

常
勝

い
わ
き
市
三
和
町
上
永

い
わ
き
市
三
和
町
上
永
井
字

同

井
字
高
戸
八
七

作
一
六
九
ほ
か
二
筆

日

根
本

吉
雄

い
わ
き
市
三
和
町
下
永

い
わ
き
市
三
和
町
下
永
井
字

同

井
字
軽
井
沢
三
九

軽
井
沢
三
八
〇
ほ
か
一
筆

日

根
本

一
郎

い
わ
き
市
三
和
町
下
永

い
わ
き
市
三
和
町
下
永
井
字

同

井
字
軽
井
沢
四
六
―
一

火
沢
一
四
〇

日

藁
谷

範
夫

い
わ
き
市
平
下
荒
川
字

い
わ
き
市
三
和
町
下
永
井
字

同

剃
町
九
―
二
―
一
八

火
沢
一
三
五
ほ
か
五
十
五
筆

日

（
農
業
担
い
手
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
中
央
土
地
改
良
区
が
会
津
中
央
地
区
維
持
管
理
事
業
に
係
る
土
地
改

良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
三
月
二
日
か
ら

（
二
十
一
日
間
）

同

月
二
十
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

会
津
若
松
市
役
所
、
会
津
坂
下
町
役
場
、
湯
川
村
役
場
及
び
会
津
美
里
町
役
場

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

郡
山
市
日
和
田
町
高
倉
字
高
倉
五
一
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
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風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
白
河
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

尾
股
平
左
エ
門

斉
藤
清
次
郎

鈴
木
義
助

鈴
木
経
五
郎

大
竹
久
光

大
竹
倉
蔵

斉
藤
三

吉

鈴
木
藤
蔵

大
竹
新
蔵

大
竹
勘
兵
エ

緑
川
欣
義

吉
田
由
松

尾
股
吉
五
郎

秡
川
保
之

助

大
竹
義
夫

井
上
辰
吉

中
目
相
明

井
上
長
次
郎

薄
井
源
助

矢
内
矢
一
郎

小
河
原
元

一

井
上
長
吉

鈴
木
末
蔵

鈴
木
浜
治

鈴
木
長
吉

鈴
木
太
作

薄
井
市
太
郎

斉
藤
静
示

尾
股
通
之
助

斉
藤
新
之
助

尾
股
喜
右
エ
門

鈴
木
万
太
郎

井
上
丑
太
郎

尾
股
豊
満

尾
股

英
次

吉
田
喜
一
郎

鈴
木
桂
蔵

尾
股
庄
次
郎

佐
藤
勇
吉

田
子
由
蔵

大
竹
要
吉

鈴
木
増

蔵

鈴
木
勘
蔵

佐
藤
倉
吉

尾
股
儀
重
郎

大
竹
春
吉

斉
藤
長
太
郎

斉
藤
酉
五
郎

尾
股
茂

平

尾
股
政
之
助

鈴
木
初
吉

鈴
木
勝
蔵

鈴
木
吉
太
郎

鈴
木
倉
之
助

鈴
木
友
吉

斉
藤
與

志
三

井
上
清
一

薄
井
千
次
郎

有
賀
松
五
郎

有
賀
菊
松

薄
井
伊
之
吉

薄
井
徳
重

薄
井

菊
之
輔

薄
井
忠
蔵

有
賀
久
吉

有
賀
正
敏

有
賀
吉
蔵

鈴
木
政
次
郎

鈴
木
米
蔵

鈴
木
権

次
郎

鈴
木
卯
三
郎

鈴
木
喜
三
郎

鈴
木
正

鈴
木
貞
夫

秋
田
喜
久
次

斉
藤
兵
次
郎

鈴
木

源
助

鈴
木
又
助

鈴
木
兵
太
郎

鈴
木
善
作

鈴
木
伝
五
郎

鈴
木
政
之
助

鈴
木
延
之
助

鈴

木
孫
三
郎

佐
藤
義
弥

鈴
木
善
助

薄
井
長
右
エ
門

株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ン
サ
ル

鈴
木
善
太

郎

大
森
松
吉

沼
田
佐
吉

角
田
健
之
助

鈴
木
兼
藏

三
好
祥
夫

星
テ
ル
イ

鈴
木
サ
ツ

鈴
木
善
一

近
藤
一
二
三

渡
部
敦
子

藤
田
弘
司

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
二
十
七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
六
百
五
十
三
号
）

に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

石
川
郡
古
殿
町
大
字
山
上

変
更
前

Ａ

五
・
五
〜

一
、
六
一
七
・
〇

三
四
九
号

字
長
八
内
一
八
三
番
二
地

八
一
・
〇

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
山
上

変
更
後

Ａ

五
・
五
〜

一
、
六
一
七
・
〇

字
竹
貫
田
六
九
番
一
地
先

八
一
・
〇

ま
で

Ｂ

一
一
・
〇
〜

一
、
四
八
三
・
五

一
一
〇
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
四
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

滝
ノ
下
沼
地
区
に
係
る
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日
完
了
し

た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）


